


工程を設定している事例が散見されたため、結果的に多数の事業で完了予定年度を大

幅に延伸せざるを得なかったものと考えられる。 

このため、今後は、努力目標的な工期設定や、事業特性を考慮しない工期設定は行

わないこととし、各事業における種々のリスクを適正に踏まえ、客観的かつ説得的な

工期設定を行うこととする。 

一方、関係機関との事前の調整不足など、執行環境の未整備や準備不足と思われる

延伸事例もこれまで多数確認された。このような要因を防止・低減することを目的と

して、関係機関等との事前調整に関する「執行環境チェックリスト」を作成した。今

後は、（１）で上述したリスク分析チェックリストと合わせ、執行環境チェックリス

トを活用し、本チェックリストについても、新規評価調書の巻末に添付のうえ、県ホ

ームページで公表する。 

 

Ⅱ 再評価における取組について 

（１）将来顕在化する可能性のあるリスクへの対応 

近年の再評価では、第２回以降の再評価（再々評価以降）においても、総事業費の

大幅な増加や完了予定年度の延伸が発生している。このため、新規評価に限らず再評

価においても、当該評価時点以降に顕在化する可能性のあるリスクについて、可能な

限り明確に提示する必要があると考える。 

改善策として、当該評価時点では顕在化していないものの、次回評価までに顕在化

する可能性がある事業リスクについては、当該評価時点において、それぞれのリスク

内容およびリスク費用を列挙することとする。その際、継続事業の客観性や透明性を

確保するため、リスク費用の上限を設けず、想定されるリスクを漏れなく列挙するも

のとする。 

各事業課においてこれら将来リスクを説明する資料を作成し、再評価調書に添付の

うえ、県ホームページで公表する。 

 

Ⅲ 事業完了後における取組について 

（１）新規評価・再評価で提示した将来リスク分析の検証 

上記Ⅰ・Ⅱで提示した将来リスクについて検証を行い、リスク分析の精度向上を継

続的に図ることが重要である。リスクデータの蓄積と分析により、事業マネジメント

上のポイントや留意点を明確にし、それらを活かした最適な事業フローを作成すれば、

将来的に手戻り防止による職員工数の低減、さらには職員数の減少に悩む市町のロー

ルモデルとしての貢献も期待される。 

令和９年度から将来リスク分析の検証を導入できるよう、具体の検証方法について、

令和８年度に検討を進める。 
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